
令和７年度 

千葉市立末広中学校 

 

校内への携帯電話・スマートフォンの持ち込み許可申請書 

 

  年  組  番 生徒氏名               

 

          保護者名            印 

自署の場合は捺印を省略できます 

 

下記の理由から、携帯電話・スマートフォンの持ち込み許可をいただきたく申請します。 

 

記 

 

１ 許可申請理由 

 

 

２ 許可申請期間 

 

令和  年  月  日 から 令和 ８年 ３月３１日まで 

 

３ 確認事項（✓チェックをお願いします） 

□ 校内での携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止となる。 

□ 携帯電話は個人情報が盛り込まれた貴重品であり、取り扱いについては細心の注意

を払う。 

□ 必ず記名し、ケースやカバーに入れて持参する。 

□ 機能をあらかじめ居場所確認と通話限定に設定しておく。 

□ 登校直後に職員室で預かり、下校時まで保管となる。 

□ 他人への貸し借りはしない。申請理由以外の使用はしない。 

□ 登下校時の紛失・損傷などについて、自己責任となる。 

□ 上記事項が守れない場合は、持ち込みを認められない。また、許可後であっても、

許可を取り消すこともある。 

 

許可申請書の提出を受け、生徒指導部会で検討し、総合的に可否の判断をします。 


